
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 対象車両（リース含む。） 

トラック・運送事業（貨物自動車運送事業） 

事業用車両（緑・黒ナンバーのみ） 貸切バス事業（一般貸切旅客自動車運送事業） 

タクシー・介護タクシー事業（一般乗用旅客自動車運送事業） 

自動車運転代行業 登録車両（随伴用車両）のみ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【全事業者に共通するもの】 

➊ 交付申請書【様式第 1 号】 

➋ 宣誓書【様式第 2 号】 

➌ 補助対象車両一覧【様式第 3 号】 

➍ 対象車両全ての車検証の写し 

➎ 対象車両全ての写真（ナンバーが写っているもの） 

   ※自動車運転代行業の場合は、車体に掲示する認定番号が写っているもの 

➏ 対象期間内に購入した燃料に関する支払いがわかる領収書等の写し 

（燃料の内訳、購入日、購入先、支払日等が分かるもの） 

➐ 令和 3 年度分または直近の事業年度の確定申告書等の写し 

【自動車運転代行業を除く事業者】 

❶ 運輸局からの自動車運送事業の許可書又は更新許可書、運輸局への経営届出書等のいずれかの写し 

【自動車運転代行業のみ】 

❶ 公安委員会からの運転代行業の認定書の写し 

 

道路運送事業者等の方へ 高騰している燃料費の一部を補助します 

三次市では、原油価格の高騰により経営に影響を受けている道路運送事業者等

の事業継続を支援するため、事業に要した燃料の購入費用の一部を補助します。 

 補助金額および対象経費 

燃料の購入油量の合計×13 円/ﾘｯﾄﾙ 

受付期限 

令和 4 年 

１0 月 3１日 

三次市運送事業者等 

原油価格高騰対策支援事業補助金 

補助対象者及び補助対象車両 

 必 要 書 類（添付書類） 

市内に本店を有する法人または市内に住民登録及び主たる事業所を有する個人事業主のうち、

次に掲げるいずれかの事業をおこなう事業者が市内営業所において現に使用している車両。 

【対象経費】 

令和 4 年 1 月から 4 月までの 4 か月間で購入したガソリン・軽油の燃料購入費 

※ 1 円未満切り捨て 

市 HP からダウンロードできます。 



 
 
 
 
  

 よくあるご質問（Q&A） 

Q5
事業所（店舗）は市外にありますが、三次市内に住所を有している場合は補助金交付の対象とな

りますか。 

A5
本事業における補助対象者は、市内に本店を有する法人又は市内に住民登録及び主たる事業

所を有する個人事業者としていますので、補助金交付の対象とはなりません。 

Q２
令和４年４月に購入した燃油（軽油・ガソリン）に対し、令和４年５月に支払いました。 

補助金交付の対象となりますか。 

A２
補助金交付の対象となります。 

対象期間における購入油量と購入日、購入先、それに対する支払いのわかる書類（納品書や請

求書、領収書等の写し）を提出してください。 

Q3
当社は、緑（黒）ナンバー車両のほかに、白ナンバー車両も保有しています。 

納品書や請求書、領収書等には、合算された油量が記載されています。 

この場合、申請書に記入する購入油量をどのように計算すればよいでしょうか。 

A3 運行記録や就業日誌、車両台数等により、補助対象車両（黒、緑ナンバー車両）への使用油量を

算出してください。また、算出根拠がわかる資料を提出してください。 

令和３年１２月に購入した燃油（軽油・ガソリン）に対し、令和４年１月に支払いました。 

補助金交付の対象となりますか。 
Q１

A１ 
補助金交付の対象とはなりません。 

補助の交付対象となるのは、令和４年１月から４月までに購入された燃油です。 

Q6 交付申請から補助金振込までの手続きの流れを教えてください。 

A6
申請書を受領後、審査の上、その適否を決定、確定し、適当と認められた場合は、速やかに「交付

決定兼交付確定通知書」を送付いたしますので、「交付請求書」を提出してください。 

「交付請求書」受領後、概ね 2 週間以内に振り込む予定です。 

【お問合せ先】 三次市 産業振興部 商工観光課（〒728-8501 三次市十日市中２丁目８番１号 ※本館４階） 

電話 0824-62-6171  （月～金 8:30～17:15（土・日・祝日を除く）） 

FAX 0824-64-0172  E-mail shoukou@city.miyoshi.hiroshima.jp 

 ※ 来庁される場合は、事前にご連絡をお願いします。 

Q7 申請書類はどこにいけば入手できますか？ 

A7
申請書類は、三次市のホームページからダウンロードが出来ます。 
そのほか、三次市役所本庁舎１階総合案内のほか、各支所、三次商工会議所、三次広域商工会で
も配布しています。 

Q4 市外の営業所等で使用した車両の購入油量は対象となりますか。 

A4 
補助金交付の対象となりません。 

市内の営業所等で使用された車両に係る購入油量についてのみ申請してください。 
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